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第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 本組合は、建設業あゆみ一人親方組合（以下「組合」と言う。）と称する。

（所在地） 

第２条 組合の所在地は、下記のとおりとする。 

 北海道：北海道札幌市北区北２９条西４丁目２番１号 ファミール札幌２１２号 

 青 森：青森県青森市桂木２丁目８番地１２号 

 東 北：宮城県多賀城市栄４丁目１－７ 

 関 東：埼玉県草加市谷塚仲町５３番４号 

 北 陸：新潟県新潟市秋葉区金沢町２丁目７番３９号 

（目 的） 

第３条 組合は、第４条の規定により、組合が労災保険料の徴収及び組合員の加入・脱退等

の事務処理を適切に行う方法及びその処理に関して生ずる組合及び組合員の責任を定

めることを目的とする。 

（事 業） 

第４条 組合は、第３条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）労災保険特別加入の普及 

（２）労災保険加入申請者たる団体として行う労災保険に関する諸事務手続き 

  （労災保険料の徴収及び組合員の加入・脱退等の事務処理） 

（３）労働災害に対する安全衛生に関する指導及び監督 

（４）建設労働災害防止のための措置 

２ 前項第４号で掲げる措置を行うために必要な事項は、業務災害防止規定で定める。 

第２章 組合員 

（組合員の資格） 

第５条 組合の組合員は、各組合が認可を受けた労働局の管轄地域内に所在地を有し、建設

関連事業に携わる一人親方及びその家族従業者で労災保険特別加入を希望するものと

する。 

（特別加入保険料及び組合費の納付義務） 

第６条 組合の組合員は、毎事業年度、組合が定めた期限までに労災保険の特別加入保険料
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に相当する額及び組合費を納入する義務がある。 

（加 入） 

第７条 組合の組合員になろうとする者は、加入申込書に必要事項を記載し、組合に書面に

て申し込むものとする。 

（脱 退） 

第８条 組合を脱退しようとする組合員は、直ちに、脱退日を組合に連絡する。但し次の各

号の一に該当するときは、自動的に脱退したものとみなす。 

（１）死亡したとき 

（２）除名されたとき 

（除 名） 

第９条 組合員は、次の各号の一に該当するときは理事会の決議を経てこれを除名するこ

とができる。 

（１）労災保険の特別保険料に相当する額及び組合費の支払いを怠ったとき 

（２）組合の定める規約及び業務災害防止規定に従わなかったとき 

（３）組合の事業を妨げる行為をしたとき 

（４）組合の名誉を毀損した場合 

第３章 役 員 

（役 員） 

第１０条 組合は、次の役員を置く 

（１）組合長１名 

（２）理事若干名 

（３）監事１名 

２ 役員は労働保険事務組合ゆとり創造協会の構成員および組合の構成員の中から総会に

おいて選出する。 

３ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。但し、補充役員の任期は前任者の残任期とす

る。 

（役員の職務） 

第１１条 組合長は、組合を代表し、理事会の決定に従って業務を総理する。 

２ 理事は組合長を補佐し業務を遂行し、あらかじめ定められた順序に従い、組合長に事故

があるときはその職務を代理し、組合長が欠けたときはその職務を行う。 
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３ 監事は、組合の会計を監査し、監査報告書を作成し、理事会及び総会において報告する。 

（役員の解任） 

第１２条 役員は、その任期中でも次の各号に該当する場合は、解任される。 

（１）総会でその構成員の３分の２以上の不信任を受けたとき 

（２）役員が病気その他やむを得ない事由で辞任するときには、総会で承認されたとき 

第４章 会 議 

（会議の種類） 

第１３条 会議は、総会及び理事会とする。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

（会議の構成） 

第１４条 総会は第１０条の役員及び当組合の構成員をもって構成する。 

２ 理事会は、組合長、理事、監事をもって構成する。 

（会議の機能） 

第１５条 総会は次の各号について決議する。 

（１）事業計画、予算及び決算並びに組合費の額に関する事項 

（２）役員の選任及び解任に関する事項 

（３）その他、組合の運営に必要な事項 

２ 理事会は、次の各号について決議する 

（１）総会に付議する議案に関する事項 

（２）総会において決議した事項の、執行に関する事項 

（３）その他、組合の業務の執行に関する事項 

（会議の開催） 

第１６条 通常総会は、毎年１回、会計年度終了後２カ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき開催する。 

３ 理事会は、必要に応じ随時開催する。 

（会議の招集） 

第１７条 会議は組合長が召集する。 

２ 総会を招集する場合は、日時、場所及び審議すべき事項を示して、開催の７日前までに

組合員に通知しなければならない。 
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（会議の成立） 

第１８条 総会は、組合員の３分の１（委任状も含む）以上の出席がなければ成立しない。 

２ 理事会は、理事総数の２分の１（委任状も含む）以上の出席がなければ、その議事を開

き決議することができない。 

（会議の議決） 

第１９条 会議の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

（会議の議事録） 

第２０条 会議の議事の経過及び決議は、これを議事録に記載し、議長及び当該会議におい

て選任された議事録署名人がこれに署名捺印して、組合に保管する。 

第５章 業務の執行及び会計 

（収入・支出） 

第２１条 組合の収入は、次の各号に定めるものとする。 

（１）組合員から交付を受けた特別加入保険料及び徴収金ならびに政府からの還付金 

（２）組合費及び預貯金の利息 

２ 組合の支出は、次の各号に定めるものとする。 

（１）政府に納付した特別加入保険料及び徴収金 

（２）組合員から受け入れた特別加入保険料の超過額、返還金 

（３）事務費

（資産の管理） 

第２２条 組合の資産は、理事会の定める方法により組合長が管理する。 

（事業年度及び会計年度） 

第２３条 事業年度及び会計年度は、毎年４月１日から３月３１日までとする。 

（その他） 

第２４条 組合の事務処理を行うために必要な事項は、事務取扱規程で定める。 
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付 則 

１ 組合の規約については、本一人親方組合の総会等の議決機関の承認を得るものとする。 

２ この規約は、各組合が労働局の承認を受けた日から施行する。 


